
 

 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等 

第
一 

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準 

一 

通
則 

(1) 

地
方
厚
生
局
長
又
は
地
方
厚
生
支
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
届
出
を
行
う

前
六
月
間
に
お
い
て
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
に
関
し
不
正
又
は
不
当
な
届
出
（
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
も
の

に
限
る
。
）
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。 

(2) 

地
方
厚
生
局
長
等
に
対
し
て
届
出
を
行
う
前
六
月
間
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十

号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
等
の
結
果
、
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪

問
看
護
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
（
以
下

「
指
定
訪
問
看
護
」
と
総
称
す
る
。
）
の
内
容
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
に
関
し
、
不
正
又
は
不
当
な
行

為
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。 

(3) 

指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
八
十
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
員
数
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。 

二 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
２
及
び
注
４
に
規
定
す
る
基
準 

（
参
考
）
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
六
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
全
文 



 

緩
和
ケ
ア
、

褥
じ
よ
く

瘡そ
う

ケ
ア
又
は
人
工
肛こ

う

門
ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う
こ
う

ケ
ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
６
に
規
定
す
る
大
臣
が
定
め
る
者 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
第
四
の
四
の
三
に
掲
げ
る
者 

四 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
(Ⅰ)

、
(Ⅲ)

及
び
(Ⅳ)

の
基
準 

精
神
疾
患
を
有
す
る
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
に
つ
き
、
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
10

に
規
定
す
る
基
準 

二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
を
届
け
出
て
い
る
事
業
所
で
あ
っ
て
、
精
神
科
の
重
症
患
者
に
対
し
て
、
保
険
医

療
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
複
数
回
の
訪
問
看
護
を
行
う
体
制
そ
の
他
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

六 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
基
準 

(1) 

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
１
の
基
準 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

常
勤
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
数
が
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
看
護
師
等
の
う
ち

、
六
割
以
上
が
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
看
護
職
員
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
を
届
け
出
て
い
る
こ
と
。 



 

ニ 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に

対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
十
分
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

ホ 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業

、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
定
相
談
支
援
事
業
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ヘ 

地
域
の
保
険
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
住
民
等
に
対
す
る
研
修
や
相
談
へ
の
対
応
に
つ

い
て
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

(2) 

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
２
の
基
準 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

常
勤
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
数
が
五
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

(1)

の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
を
届
け
出
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
並
び
に
重
症
児
及
び
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に

対
す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 



 

ホ 

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
定
相
談
支
援
事
業
又
は
児
童
福
祉

法
第
六
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

ヘ 

地
域
の
保
険
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
住
民
等
に
対
す
る
研
修
や
相
談
へ
の
対
応
に
つ

い
て
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

(3) 

機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
３
の
基
準 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

常
勤
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
の
数
が
四
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

(1)

の
ロ
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
を
届
け
出
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八

に
掲
げ
る
者
若
し
く
は
精
神
科
の
重
症
患
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
又
は
他
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

と
共
同
し
て
行
う
指
定
訪
問
看
護
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

ホ 

退
院
時
の
共
同
指
導
及
び
主
治
医
の
指
示
に
係
る
保
険
医
療
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
相
当
な
実
績
を
有

す
る
こ
と
。 



 

ヘ 

地
域
の
保
険
医
療
機
関
の
看
護
職
員
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
実
績
が
あ
る
こ
と
。 

ト 

地
域
の
保
険
医
療
機
関
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
又
は
住
民
等
に
対
す
る
研
修
や
相
談
へ
の
対
応
に
つ

い
て
相
当
な
実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

(4) 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
２
に
規
定
す
る
二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
の
基
準 

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
常
時
対
応
で

き
る
体
制
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
計
画
的
に
訪
問
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
な
い
緊
急
時
訪
問
を
必
要
に
応
じ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ
と
。 

(5) 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
３
に
規
定
す
る
特
別
管
理
加
算
の
基
準 

指
定
訪
問
看
護
に
関
し
特
別
な
管
理
を
必
要
と
す
る
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
に
つ
き
、
当

該
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に
関
す
る
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対
応
で
き

る
体
制
そ
の
他
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(6) 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
10

に
規
定
す
る
精
神
科
重
症
患
者
支
援
管
理
連
携
加
算
の
基
準 

精
神
疾
患
を
有
す
る
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
特
掲

診
療
料
の
施
設
基
準
等
に
掲
げ
る
精
神
科
在
宅
患
者
支
援
管
理
料
を
届
け
出
た
保
険
医
療
機
関
と
連
携
し
な
が

ら
訪
問
看
護
を
行
う
体
制
そ
の
他
必
要
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(7) 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
12

に
規
定
す
る
専
門
管
理
加
算
の
基
準 



 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

緩
和
ケ
ア
、

褥
じ
よ
く

瘡そ
う

ケ
ア
又
は
人
工
肛こ

う

門
ケ
ア
及
び
人
工
膀
胱

ぼ
う
こ
う

ケ
ア
に
係
る
専
門
の
研
修
を
受
け
た
看
護

師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
五
号
に
規

定
す
る
指
定
研
修
機
関
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
行
為
の
う
ち
訪
問
看
護
に
お
い
て
専
門

の
管
理
を
必
要
と
す
る
も
の
に
係
る
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

七 

訪
問
看
護
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
療
養
費
の
注
４
に
規
定
す
る
遠
隔
死
亡
診
断
補
助
加
算
の
基
準 

情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
在
宅
で
の
看
取
り
に
係
る
研
修
を
受
け
た
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

第
二 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者
等 

一 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者 

週
三
日
を
超
え
て
訪
問
看
護
を
行
う
必
要
が
あ
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

(2) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

二 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
５
及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 



 

(1) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

(2) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

(3) 
そ
の
他
在
宅
療
養
に
備
え
た
一
時
的
な
外
泊
に
当
た
り
、
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者 

三 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
10

及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
７
に
規
定
す
る
長
時
間
訪
問
看
護
加

算
及
び
長
時
間
精
神
科
訪
問
看
護
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
長
時
間
の
訪
問
を
要
す
る
者
及
び
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

(1) 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
長
時
間
の
訪
問
を
要
す
る
者 

長
時
間
の
訪
問
看
護
を
要
す
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

十
五
歳
未
満
の
超
重
症
児
又
は
準
超
重
症
児 

ロ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

ハ 

特
別
訪
問
看
護
指
示
書
又
は
精
神
科
特
別
訪
問
看
護
指
示
書
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
者 

(2) 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

イ 

十
五
歳
未
満
の
超
重
症
児
又
は
準
超
重
症
児 

ロ 

十
五
歳
未
満
の
小
児
で
あ
っ
て
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

四 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
12

に
規
定
す
る
複
数
名
訪
問
看
護
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
並
び

に
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
12

の
ハ
及
び
ニ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 



 

(1) 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
12

に
規
定
す
る
複
数
名
訪
問
看
護
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

一
人
の
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
（
以
下

「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
指
定
訪
問
看
護
が
困
難
な
利
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の 

イ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

ロ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

ハ 

特
別
訪
問
看
護
指
示
書
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
者 

ニ 

暴
力
行
為
、
著
し
い
迷
惑
行
為
、
器
物
破
損
行
為
等
が
認
め
ら
れ
る
者 

ホ 

利
用
者
の
身
体
的
理
由
に
よ
り
一
人
の
看
護
師
等
に
よ
る
訪
問
看
護
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
（
訪
問
看

護
基
本
療
養
費
の
注
12

の
ハ
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

ヘ 

そ
の
他
利
用
者
の
状
況
等
か
ら
判
断
し
て
、
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
12

の
ハ
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

(2) 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
12

の
ハ
及
び
ニ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 

一
人
の
看
護
師
等
に
よ
る
指
定
訪
問
看
護
が
困
難
な
利
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

に
対
し
、
指
定
訪
問
看
護
を
行
っ
た
場
合 

イ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 



 

ロ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

ハ 

特
別
訪
問
看
護
指
示
書
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
て
い
る
者 

五 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
３
本
文
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
利
用
者 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

六 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
３
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
等
に
あ
る
利
用
者 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
第
一
号
に
掲
げ
る
者 

七 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
７
に
規
定
す
る
退
院
支
援
指
導
加
算
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
退
院
支
援

指
導
を
要
す
る
者 

退
院
日
に
療
養
上
の
退
院
支
援
指
導
が
必
要
な
利
用
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

(1) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

(2) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

(3) 

退
院
日
の
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者 

八 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
11

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者 

訪
問
看
護
管
理
療
養
費
の
注
２
に
規
定
す
る
二
十
四
時
間
対
応
体
制
加
算
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
口
腔く

う

内
の
喀
痰

か
く
た
ん

吸
引
、
鼻
腔く

う

内
の
喀
痰

か
く
た
ん

吸
引
、
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の

喀
痰

か
く
た
ん

吸
引
、
胃
瘻ろ

う

若
し
く
は
腸
瘻ろ

う

に
よ
る
経
管
栄
養
又
は
経
鼻
経
管
栄
養
を
必
要
と
す
る
者 



 

九 

訪
問
看
護
情
報
提
供
療
養
費
の
注
１
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者 

(1) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

(2) 
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

(3) 

精
神
障
害
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
家
族
等 

(4) 

十
八
歳
未
満
の
児
童 

十 

訪
問
看
護
情
報
提
供
療
養
費
の
注
２
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
の
利
用
者 

(1) 

十
八
歳
未
満
の
超
重
症
児
又
は
準
超
重
症
児 

(2) 

十
八
歳
未
満
の
児
童
で
あ
っ
て
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

(3) 

十
八
歳
未
満
の
児
童
で
あ
っ
て
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

第
三 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
８
及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
５
に
規
定
す
る
特
別
地
域
訪
問
看
護

加
算
並
び
に
訪
問
看
護
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
療
養
費
の
注
４
に
規
定
す
る
遠
隔
死
亡
診
断
補
助
加
算
に
係
る
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
地
域 

一 

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

と
し
て
指
定
さ
れ
た
離
島
の
地
域 

二 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
の

地
域 



 

三 

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ

た
山
村
の
地
域 

四 

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠

原
諸
島
の
地
域 

五 

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島 

六 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
過
疎
地
域 

第
四 

指
定
訪
問
看
護
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合 

一 

要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
利
用
者
に
つ
い
て
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
に
要
す
る
額
を
算
定
で
き
る
場
合 

(1) 

特
別
訪
問
看
護
指
示
書
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合 

(2) 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合 

(3) 

精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
が
算
定
さ
れ
る
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合 

二 

訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
14

た
だ
し
書
及
び
精
神
科
訪
問
看
護
基
本
療
養
費
の
注
11

た
だ
し
書
に
規
定
す
る

所
定
額
を
算
定
で
き
る
場
合 

(1) 

介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
て
い
る
利
用
者
に
対
し
、
前
号
(1)

か
ら
(3)

ま
で
に
掲
げ
る
い
ず



 

れ
か
の
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合 

(2) 

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
等
で
あ
っ
て
、
末
期
の
悪
性

腫
瘍
で
あ
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
主
治
医
か
ら
交
付
を
受
け
た
訪
問
看
護
指
示
書
及
び
訪
問
看
護
計
画
書
に
基

づ
き
、
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
場
合 

(3) 

病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
て
い
る
者
で
、
在
宅
療
養
に
備
え
て
一
時
的
に
外
泊
し
て
い
る
者
（
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
） 

イ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
七
に
掲
げ
る
疾
病
等
の
者 

ロ 

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
別
表
第
八
に
掲
げ
る
者 

ハ 

そ
の
他
在
宅
療
養
に
備
え
た
一
時
的
な
外
泊
に
当
た
り
、
訪
問
看
護
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者 

第
五 

経
過
措
置 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
療
養
費
１
又
は
２
に
係
る
届
出
を
行
っ
て

い
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
一
の
六
の
(1)

の
ヘ
又

は
(2)

の
ヘ
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 


